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編 章 項 5年度 6年度 理　由 頁
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編 章 項 5年度 6年度 理　由 頁

(2)　気　候

　　気温、降水量等の平均値　グラフの更新

(2)　気　候

　　気温、降水量等の平均値　グラフの更新

第1編 第４章
統計期間

更新
10

2



編 章 項 5年度 6年度 理　由 頁

統計時期

更新
11

(3)　人口分布

　　 大字別人口集計表

　　 令和５年４月１日現在

(3)　人口分布

　　 大字別人口集計表

　　 令和６年４月１日現在

第1編 第４章

3



編 章 項 5年度 6年度 理　由 頁

(4)　道路の位置等

　　合志市の幹線道路網については、国道387号をはじめ県道30号(大津

植木線)、県道37号(熊本菊鹿線)、県道49号(熊本大津線)、県道316号

（住吉熊本線）県道341号（大津西合志線）など主要県道が走り、平成

19年度には熊本北バイパスが、平成30年12月には大津植木線バイパス

が国道387号と接続し供用開始された。また、南西部には九州縦貫自動

車道が南北方向に縦断し、熊本インターチェンジや植木インターチェン

ジが近接するほか、平成31年3月には北熊本スマートインターチェンジ

が開通し阿蘇・熊本市方面をはじめ、福岡方面や宮崎・鹿児島方面への

利便性がさらに高まってきている。

(4)　道路の状況等

　　合志市の幹線道路網については、国道387号をはじめ県道30号(大津

植木線)、県道37号(熊本菊鹿線)、県道49号(熊本大津線)、県道316号

（住吉熊本線）県道341号（大津西合志線）など主要県道が走り、平成

19年度には熊本北バイパスが、平成30年12月には大津植木線バイパス

が国道387号と接続し供用開始された。また、南西部には九州縦貫自動

車道が南北方向に縦断し、熊本インターチェンジや植木インターチェン

ジが近接するほか、平成31年3月には北熊本スマートインターチェンジ

が開通し阿蘇・熊本市方面をはじめ、福岡方面や宮崎・鹿児島方面への

利便性がさらに高まってきているが、令和4年4月、菊陽町にＴＳＭＣ

（台湾積体電路製造）及び同子会社ＪＡＳＭ（Japan Advanced

Semiconductor Manufacturing株式会社）が進出し、第１工場の建設

及び令和6年1月の工場稼働に伴い工場近傍の県道30号、県道138号及び

県道341号は出勤退社時間帯の渋滞が常態化している。

用語の適

正化

近年の交

通状況を

付記

(5)　鉄道、空港、港湾の位置等

　　公共交通機関については、市内中央西側に私鉄：熊本電気鉄道が南

北方向に縦断しており、7駅（御代志、再春荘前、熊本高専前、黒石、

三ツ石、須屋、新須屋）が配置されている。

　　空港は、市中心部から南東へ約１５ｋｍに位置する、第２種空港の

熊本空港があり、３，０００ｍの滑走路を有している。

(5)　鉄道及び空港の状況等

　　鉄道は、市内中央西側に私鉄：熊本電気鉄道が南北方向に縦断して

おり、7駅（御代志、再春荘前、熊本高専前、黒石、三ツ石、須屋、新

須屋）が配置されている。

　　空港は、市中心部から南東へ約１５ｋｍに位置する第２種空港の熊

本空港があり、３，０００ｍの滑走路を有している。

用語の適

正化（港

湾は存在

しない）

第２編 第１章

１　市の各課(局)室における平素の業務

　　市の各部局は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その

準備に係る業務を行う。

　　　　　　【市の各部局における平素の業務】

１　市の各課(局)室における平素の業務

　　市の各部局は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その

準備に係る業務を行う。

　　　　　　【市の各部局における平素の業務】

　表中に

　

　を追加

R6.4.1機

構改革に

よる修正

18

第４章第１編 12

4



編 章 項 5年度 　 理　由 頁

２　警報等の伝達に必要な準備

(3)　県警察との連携

　　追　加

２　警報等の伝達に必要な準備

(3)　 全国瞬時警報システム（J-ALERT）の整備

   　 市は、対処に時間的余裕のない事態に関する情報を、住民に迅速か

つ確実に伝達するため、全国瞬時警報システム（J-ALERT）を整備す

る。

(4)　県警察との連携

　　（略）

県危防第

35 号

(R6.4.12)

により

H30.2

未反映部

分を追記

26

３　安否情報の収集・報告に必要な準備

(1) 　安否情報の種類並びに収集及び報告の様式

　　避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情

報の種類は、以下のとおりであり、市は、武力攻撃事態等における安否

情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他

の必要な事項を定める省令（以下「安否情報省令」という。）（略）

３　安否情報の収集・整理及び提供に必要な準備

(1) 　安否情報の種類並びに収集及び報告の様式

　　市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民

の安否情報（以下参照）に関し、原則として、武力攻撃事態等における

安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続そ

の他の必要な事項を定める省令（以下「安否情報省令」という。）第１

条に規定する様式第１号（Ｐ８７に掲載）及び様式第２号（Ｐ８８に掲

載）により収集し、安否情報システムを用いて県に報告する。

過去未反

映部分の

修正

未反映部

分を追記

26

第２章

１　避難に関する基本的事項

(1)　基礎的資料の収集

　　市は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、

道路網のリスト、避難施設のリスト等必要な基礎的資料を準備する。

（略）

(3)　高齢者、障害者等避難行動要支援者への配慮

　　市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難す

ることが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成する

避難支援プランを活用しつつ、避難行動要支援者の避難対策を講じる。

（略）

１　避難に関する基本的事項

(1)　基礎的資料の収集

　　市は、迅速に避難住民の誘導を行うことができるよう、住宅地図、

道路網のリスト、避難施設のリスト、避難行動要支援者名簿等必要な基

礎的資料を準備する。

（略）

(3)　高齢者、障害者等避難行動要支援者への配慮

　　市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難す

ることが困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成して

いる避難行動要支援者名簿を活用しつつ、避難行動要支援者の避難対策

を講じる。（略）

未反映部

分を修正
29

第１章

第２編

第４

5



編 章 項 5年度 6年度 理　由 頁

第２編 第２章

１　避難に関する基本的事項

　　末尾に追加

１　避難に関する基本的事項

　※【避難行動要支援者名簿について】

　武力攻撃やテロ発生時においても、避難誘導に当たっては、自然災害

時と同様、高齢者、障害者等の避難行動要支援者への配慮が重要である

が、平素から、自然災害時における取組みとして行われる避難行動要支

援者名簿を活用することが重要である（「避難行動要支援者の避難行動

支援に関する取組指針」（平成 25 年 8 月）参照）。

　避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法第49 条の 10 において作成

を義務づけられており、避難行動要支援者の氏名や生年月日、住所、避

難支援等を必要とする事由等を記載又は記録するものとされている。

　また、災害発生時に避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難支援等の

実施に結びつくため、市は避難行動要支援者の名簿情報について、地域

防災計画の定めるところにより、あらかじめ避難支援等の実施に必要な

限度で、避難支援等の実施に携わる関係者（避難支援等関係者）に提供

することが求められている。

未反映部

分を追記
30

第２編 第３章

１　市における備蓄

(1) 　防災のための備蓄との関係

　　住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、従

来の防災のために備えた物資や資材と共通するものが多いことから、可

能であるものについては、原則として、国民保護措置のための備蓄と防

災のための備蓄とを相互に兼ねるとともに、武力攻撃事態等において特

に必要となる物資及び資材について、備蓄し、又は調達体制を整備す

る。

１　市における備蓄

(1) 　防災のための備蓄との関係

　　住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、

（略）　武力攻撃事態等において特に必要となる物資及び資材につい

て、備蓄し、又は特に地下に所在する避難施設などで、防災のための備

蓄が整備されていない施設については、近隣の避難施設から必要な物資

及び資材を輸送し、活用を行うことを含め、調達体制を整備する。

未反映部

分を追記
32

第３章

第３編　武力攻撃事態等への対処

第１章

１　事態認定前における緊急事態連絡本部の設置及び初動措置

 (1)　緊急事態連絡本部の設置

　　【市緊急事態連絡本部の構成等】〈イメージ〉

　　本部室　医療班（健康づくり推進課長）

第３編　武力攻撃事態等への対処

第１章

１　事態認定前における緊急事態連絡本部の設置及び初動措置

 (1)　緊急事態連絡本部の設置

　　【市緊急事態連絡本部の構成等】〈イメージ〉

　　本部員に　こども部長　を追加

　　本部室　医療班（健康ほけん課長）　に変更

R6.4.1機

構改革に

よる修正

36

6



編 章 項 5年度 6年度 理　由 頁

１　市対策本部の設置

 (3)　市対策本部の組織構成及び機能

１　市対策本部の設置

 (3)　市対策本部の組織構成及び機能

　　　こども部長、こども部の追加

R6.4.1機

構改革に

よる修正

40

③　市対策本部長の補佐機能の編成

　　表中、救護班の機能

　　高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制

の整備に関する事項

ウ　市対策本部長の補佐機能の編成

　　表中、救護班の機能に追加

　　高齢者、こども、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び

支援体制の整備に関する事項

R6.4.1機

構改革に

よる修正

41

④　市の各部局課の武力攻撃事態における業務 エ　市の各部局課の武力攻撃事態における業務

　　を追加

R6.4.1機

構改革に

よる修正

42

第３篇 第２章

7



編 章 項 5年度 6年度 理　由 頁

第３編 第３章

１　国の事態等対策本部・県の対策本部との連携

(2) 　国・県の現地対策本部との連携

　　市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣す

ること等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的で

あると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で

現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対

策本部の運用を行う。

１　国の事態等対策本部・県の対策本部との連携

(2) 　国・県の現地対策本部との連携

　　市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣す

ること等により、当該本部と緊密な連携を図る。また、運営が効率的で

あると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共同で

現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対

策本部の運用を行う。また、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同

対策協議会を開催する場合には、当該協議会へ参加し、国民保護措置に

関する情報の交換や相互協力に努める。

未反映部

分を追記
46

第３編 第４章 第１

２　警報の内容の伝達方法

(1)　警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有す

る伝達手段に基づき、原則として以下の要領により行う。

（略）

(3)　警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等

に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、避難行動要支援者につ

いて、防災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、

避難行動要支援者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられ

るような体制の整備に努める。

２　警報の内容の伝達方法

(1)　警報の内容は、緊急情報ネットワークシステム（Em-net）、全国

瞬時警報システム（J-ALERT）等を活用し、地方公共団体に伝達され

る。市長は、全国瞬時警報システム（J-ALERT）と連携している情報伝

達手段等により、原則として以下の要領により情報を伝達する。

（略）

※ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）によって情報が伝達されなかっ

た場合においては、緊急情報ネットワークシステム（Em-net）によっ

て伝達された情報をホームページ等に掲載する等により、周知を図る。

（略）

(3)　警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障害者、外国人等

に対する伝達に配慮するものとし、具体的には、避難行動要支援者につ

いて、防災・福祉部局との連携の下で避難行動要支援者名簿を活用する

など、避難行動要支援者に迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備

えられるような体制の整備に努める。

未反映部

分を追記

修正

５０

５１
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編 章 項 ５年度 ６年度 理由 頁

第３編 第４章 第２

２　避難実施要領の策定

(4)　避難実施要領の策定に際しにおける考慮事項

⑥ 要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、避難行動要支援者支

援班の設置）

２　避難実施要領の策定

(4)　避難実施要領の策定に際しにおける考慮事項

⑥　要援護者の避難方法の決定（避難行動要支援者名簿、避難行動要支

援者支援班の設置）

未反映部

分を追記
55

第３編 第４章 第２

３　避難住民の誘導

(6)　高齢者、障害者等への配慮

　　市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、避難行動要支

援者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係

者、障害者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、運送手段の

確保を的確に行うものとする。なお、「避難支援プラン」を作成し、当

該プランに沿って対応を行う。その際、民生委員と社会福祉協議会との

十分な協議の上、その役割を考慮する。

　　ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的

なものにとどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移動により

攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避難を現実的な避難

方法として検討する。

３　避難住民の誘導

⑹　大規模集客施設等における避難

　　市は、大規模集客施設や旅客輸送関連施設の施設管理者等と連携

し、施設の特性に応じ、当該施設等に滞在する者等についても、避難等

の国民保護措置が円滑に実施できるよう必要な対策をとる。

(7)　高齢者、障害者等への配慮

　　市長は、高齢者、障害者等の避難を万全に行うため、避難行動要支

援者支援班を設置し、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制度関係

者、障害者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、運送手段の

確保を的確に行うものとする（「避難行動要支援者名簿」を活用しなが

ら対応を行う。その際、民生委員と社会福祉協議会との十分な協議の

上、その役割を考える必要がある）。

　　（ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定

的なものにとどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移動によ

り攻撃に巻き込まれる可能性が高い場合は、屋内への避難を現実的な避

難方法として検討する。）

未反映部

分を追記

修正

57

9



編 章 項 ５年度 ６年度 理由 頁

第３編 第４章

○　弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合で

も、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難であり、ま

た、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図等により攻撃目

標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイルの精度により、実際

の着弾地点は変わってくる。このため、市(町村)は、弾道ミサイル発射

時に住民が適切な行動をとることができるよう、全国瞬時警報システム

（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動につ

いて平素から周知に努めるとともに、弾道ミサイルが発射された場合に

は、すべての市町村に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考え

る必要がある。

　弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合で

も、発射された段階で攻撃目標を特定することは極めて困難であり、ま

た、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図等により攻撃目

標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイルの精度により、実際

の着弾地点は変わってくる。このため、市(町村)は、弾道ミサイル発射

時に住民が適切な行動をとることができるよう、全国瞬時警報システム

（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）による情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動につ

いて平素から周知に努めるとともに、弾道ミサイルが発射された場合に

は、すべての市町村に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考え

る必要がある。

用語の適

正化等
59

第３編 第５章

３　救援の内容

(1)　救援の基準等

　　市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」

（平成２５年内閣府告示第２２９号。以下「救援の程度及び基準」とい

う。）及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。

市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難で

あると判断する場合には、知事に対し、厚生労働大臣に特別な基準の設

定についての意見を申し出るよう要請する。

３　救援の内容

(1)　救援の基準等

　　市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国

民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準」

（平成２５年内閣府告示第２２９号。以下「救援の程度及び基準」とい

う。）及び県国民保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。

　市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難

であると判断する場合には、知事に対し、内閣総理大臣に特別な基準の

設定についての意見を申し出るよう要請する。

未反映部

分を修正
62
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編 章 項 ５年度 ６年度 理由 頁

第３編 第６章 第２

２　県に対する報告

　　市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第２条

に規定する様式第３号（Ｐ９０に掲載）に必要事項を記載した書面（電

磁的記録を含む。）を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急

迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの

報告を行う。

２　県に対する報告

　　市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報システムを

使用する。システムが使用できない場合は安否情報省令第２条に規定す

る様式第３号（Ｐ９3に掲載）に必要事項を記載した書面（電磁的記録

を含む。）を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこ

れらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行

う。

H30.２

未反映部

分を追記

66

第3編 第7章 第４

１　武力攻撃原子力災害への対処

 (1)　放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等

　　③　市長は、知事から放射性物質等の放出又は放出のおそれに関す

る情報について連絡を受けた場合には、警報の内容の通知に準じて、関

係機関にその内容を連絡する。

　　追　加

１　武力攻撃原子力災害への対処

 (1)　放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等

　 ウ　市長は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報を

原子力防災管理者から受けたとき又は内閣総理大臣及び原子力規制委員

会（事業所外運搬に起因する場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規

制委員会及び国土交通大臣。以下同じ。）若しくは知事から通知を受け

たときは、あらかじめ定める連絡方法により、区域を所轄する消防機関

に連絡する。

　 エ　市長は、消防機関等からの連絡により、放射性物質等の放出又

は放出のおそれがあるとの情報を原子力事業者、内閣総理大臣、原子力

規制委員会又は県より先に把握した場合には、直ちに原子力事業者にそ

の内容を確認するとともに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員

会並びに知事に通報する。

H30.２

未反映部

分を追記

75
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編 章 項 ５年度 ６年度 理由 頁

第3編 第7章 第４

１　武力攻撃原子力災害への対処

(2)　住民の避難誘導

（略）

(4)　安定ヨウ素剤の服用

　　市は、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射

性ヨウ素の放出又はそのおそれがある場合には、国の対策本部長による

服用時機の指示に基づき、県やその他の関係機関と協力して住民に安定

ヨウ素剤を配布し、服用を指示するほか、事態の状況により、その判断

に基づき服用すべき時機の指示その他の必要な措置を講ずる。なお、安

定ヨウ素剤の投与については熊本県地域防災計画の定めの例を参照とす

る。

１　武力攻撃原子力災害への対処

(2)　モニタリングの実施

　　市によるモニタリングの実施については、状況に応じ、熊本県地域

防災計画（原子力災害対策編）等に定められた措置に準じた措置を講ず

る。

(3)　住民の避難誘導

（略）

(5)　安定ヨウ素剤の服用

　　市長は、安定ヨウ素剤の予防服用の実施については、熊本県地域防

災計画（原子力災害対策編）等に定められた措置に準じた措置を講ず

る。

（略）

(7)　避難退域時検査及び簡易除染の実施

　　市長は、避難の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染の

実施については、熊本県地域防災計画（原子力災害対策編）等に定めら

れた措置に準じた措置を講ずる。

(8)　飲食物の摂取制限等

　　市長は、必要に応じ、飲食物の摂取制限等の措置については、熊本

県地域防災計画（原子力災害対策編）等に定められた措置に準じた措置

を講ずる。

H30.２

未反映部

分を追記

75

76
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